
8

所
得
税

平
成

年
分
の
所
得
税
の
確
定

23

申
告
の
受
付
は
、
２
月

日
昭
～

16

３
月

日
昭
で
す
。
申
告
期
限
間

15

近
に
な
る
と
、
窓
口
が
混
雑
し
ま

す
の
で
、
早
め
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
税
務
署
の
申
告
会
場
で

は
、
電
子
申
告
を
推
奨
し
て
い
ま

す
。
申
告
会
場
に
行
く
場
合
は
、

源
泉
徴
収
票
な
ど
申
告
に
必
要
な

書
類
の
ほ
か
、
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
保
険
証

な
ど
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

滝
川
税
務
署

察

・
２
１
９
１

22

住
民
課
町
税
グ
ル
ー
プ

察

・
２
１
３
０

76

消
費
税
、
地
方
消
費
税

平
成

年
分
の
個
人
事
業
者
の

23

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確

定
申
告
と
納
税
の
期
限
は
、
４
月

２
日
捷
で
す
。

問
合
せ

滝
川
税
務
署

察

・
２
１
９
１

22

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
告
書
作
成

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

画
面
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を

入
力
す
る
だ
け
で
、
確
定
申
告
書

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

作
成
し
た
申
告
書
は
、
印
刷
し
て

税
務
署
へ
提
出
で
き
ま
す
。

http://www.nta.go.jp/

URL

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
自
宅
か
ら
申
告

-

電
子
申
告
（
ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
）
用

デ
ー
タ
を
作
成
す
れ
ば
、
自
宅
や

職
場
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申

告
や
納
税
が
で
き
ま
す
。

-

※
ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
に
は
、
電

子
証
明
書
の
取
得
（
要
費
用
）
と

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
が
必
要
で
す
。

○
最
高
４
０
０
０
円
の
税
額
控
除

所
得
税
額
か
ら
最
高
４
０
０
０

円
の
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

※
過
去
の
確
定
申
告
で
こ
の
控
除

を
受
け
た
方
は
、
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。

○
添
付
書
類
不
要

医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収

票
な
ど
は
、
そ
の
内
容
を
入
力
し

て
送
信
す
る
こ
と
で
、
提
出
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
申
告
期
限
か
ら
３
年
間
は
、
税

務
署
か
ら
書
類
の
提
出
を
求
め
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
還
付
金
が
迅
速
に

-ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
で
還
付
申
告
を
す

る
と
、
書
面
申
告
よ
り
も
早
期
に

処
理
さ
れ
ま
す
。

○

時
間
受
付

24３
月

日
昭
ま
で
は
、

時
間

15

24

利
用
で
き
ま
す
。

◆ 税のお知らせ ◆

所得税、消費税の
確定申告

医
療
費
が
高
額
に
な
り
、

自
己
負
担
額
が
限
度
額
（
左

表
）
を
超
え
た
と
き
は
、
申

請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、
高

額
療
養
費
と
し
て
医
療
費
の

払
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

申
請
に
は
、
領
収
書
が
必

要
で
す
。
所
得
税
の
確
定
申

告
で
領
収
書
を
税
務
署
に
提

出
す
る
予
定
の
方
は
、
領
収

書
の
控
え
（
コ
ピ
ー
）
を
保

管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

空
知
中
部
広
域
連
合
で
は
、

医
療
費
の
払
戻
し
の
対
象
者

が
も
れ
な
く
申
請
で
き
る
よ

う
に
、
診
療
を
受
け
た
月
の

３
カ
月
後
に
申
請
の
案
内
を

郵
送
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ

住
民
課
戸
籍
保
険

グ
ル
ー
プ察

・
２
１
３
０

76

空
知
中
部
広
域
連
合

察

・
２
１
５
２

66

70歳未満

自己負担限度額
区分住民税

４回目から３回目まで

83,400円
150,000円＋

(医療費－500,000円)×1％
上位所得者

課税

44,400円
80,100円＋

(医療費－267,000円)×1％
一般

24,600円35,400円非課税世帯非課税

70歳以上75歳未満

自己負担限度額
区分住民税

外来＋入院外来

80,100円＋
(医療費－267,000円)×1％
ɦːٝ࿒̥͉ͣ44,400円

44,400円
現役並み
所得者課税

44,400円12,000円一般

24,600円8,000円区分実
非課税

15,000円8,000円区分質

忘
れ
ず
保
管
、
医
療
費
の
領
収
書

～
国
保
高
額
療
養
費
申
請
～



9

３
月

日
昭
ま
で
に
、
住
民
課

15

町
税
グ
ル
ー
プ
の
窓
口
で
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

対
象

平
成

年
１
月
１
日
に
本

24

町
に
住
所
の
あ
る
方

申
告
が
必
要
な
方

○
前
年
中
に
所
得
が
な
く
、
次
の

要
件
に
当
て
は
ま
る
方

・
所
得
証
明
書
や
課
税
証
明
書
の

交
付
が
必
要
な
方

・
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方

・
同
一
世
帯
内
に
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
の
加
入
者
が
い
る
方

・
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け

る
方

・
保
育
料
の
決
定
を
受
け
る
方

・

歳
以
上
の
方
で
、
介
護
保
険

65料
に
お
い
て
町
道
民
税
非
課
税

世
帯
の
減
免
を
受
け
る
方

・
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
な
ど

の
申
請
を
す
る
方

○
新
た
に
住
民
税
の
各
種
控
除

（
社
会
保
険
料
控
除
、
扶
養
控
除
、

寡
婦
控
除
、
障
害
者
控
除
な
ど
）

を
受
け
る
、
ま
た
は
適
用
を
受
け

た
各
種
控
除
を
変
更
す
る
方

◆ 税のお知らせ ◆

町道民税の申告

９
月

日
か
ら
受
付
を
開

13

始
し
た
十
津
川
村
災
害
義
援

金
は
、

月

日
で
受
付
を

12

31

終
了
し
ま
し
た
。

町
内
外
の
皆
さ
ん
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
義
援
金
は
、
第
１

次
分
と
第
２
次
分
を
合
わ
せ

て
１
９
３
４
万
４
５
６
９
円

に
な
り
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
の
善
意
を
お
寄

せ
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
合
せ

十
津
川
村
緊
急
支

援
本
部
義
援
金
担
当
（
住

民
課
）
察

・
２
１
３
０

76

義
援
金
を
寄
付
し
た
方
へ

十
津
川
村
災
害
義
援
金
は
、

所
得
税
と
町
道
民
税
の
寄
付

金
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す

の
で
、
控
除
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

控
除
を
受
け
る
に
は

○
所
得
税
が
課
税
さ
れ
て
い

る
方２

月

日
昭
～
３
月

日

16

15

昭
に
確
定
申
告
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
申
告
に
必
要

な
書
類
の
ほ
か
に
、
寄
付
金

預
り
証
を
用
意
し
て
く
だ
さ

い
。

○
所
得
税
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
方

３
月

日
昭
ま
で
に
町
道

15

民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

申
告
に
必
要
な
書
類
の
ほ
か

に
、
寄
付
金
預
り
証
を
用
意

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

住
民
課
町
税
グ
ル

ー
プ

察

・
２
１
３
０

76

十津川村への
送金日

義援金の額受付期間

10月17日1586万7360円
９月13日
～10月15日

第１次

１月６日347万7209円
10月16日
～12月31日

第２次

1934万4569円合計

申
告
に
必
要
な
も
の

○
源
泉
徴
収
票
な
ど
、
前
年
の
収

入
が
分
か
る
も
の

○
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
必
要
な
書
類

○
印
鑑

申
告
が
不
要
な
方

○
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

（
し
た
）
方

○
所
得
の
種
類
が
給
与
所
得
ま
た

は
公
的
年
金
所
得
の
み
の
方
で
、

適
用
を
受
け
た
各
種
控
除
に
変
更

の
な
い
方

×

○
前
年
の
所
得
が
「

万
円

（
扶

28

養
の
人
数
＋
１
）
＋

万
円
」
以

17

下
の
方

※

万
円
は
扶
養
が
あ
る
場
合
の

17
み
加
算
し
ま
す
の
で
、
扶
養
が
な

い
場
合
は

万
円
と
な
り
ま
す
。

28

問
合
せ

住
民
課
町
税
グ
ル
ー
プ

察

・
２
１
３
０

76

報告 十津川村災害義援金受付終了

町税グループ


